
 

 

議案第１０８号 

さいたま市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和５年６月７日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

さいたま市市税条例等の一部を改正する条例 

 （さいたま市市税条例の一部改正） 

第１条 さいたま市市税条例（平成１３年さいたま市条例第６７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申 

告書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申 

告書） 

第２９条の２ ［略］ 第２９条の２ ［略］ 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定に

よる申告書を給与支払者を経由して提出する場合

において、当該申告書に記載すべき事項がその年

の前年において当該給与支払者を経由して提出し

た前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定に

よる申告書（その者が当該前年の中途において次

項の規定による申告書を当該給与支払者を経由し

て提出した場合には、当該前年の最後に提出した

同項の規定による申告書）に記載した事項と異動

がないときは、給与所得者は、施行規則で定める

ところにより、前項又は法第３１７条の３の２第

１項の規定により記載すべき事項に代えて当該異

動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３

の２第１項の規定による申告書を提出することが

できる。 

 

３ 第１項又は法第３１７条の３の２第１項の規定 

による申告書を提出した給与所得者で区内に住所 

を有するものは、その年の中途において当該申告 

書に記載した事項について異動を生じた場合には、

第１項又は法第３１７条の３の２第１項の給与支 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定に

よる申告書を提出した給与所得者で区内に住所を

有するものは、その年の中途において当該申告書

に記載した事項について異動を生じた場合には、

前項又は法第３１７条の３の２第１項の給与支払



 

 

払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払 

を受ける日の前日までに、施行規則で定めるとこ 

ろにより、その異動の内容その他施行規則で定め 

る事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経 

由して、市長に提出しなければならない。 

者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を

受ける日の前日までに、施行規則で定めるところ

により、その異動の内容その他施行規則で定める

事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由

して、市長に提出しなければならない。 

４ 第１項及び前項の場合において、これらの規定

による申告書がその提出の際に経由すべき給与支

払者に受理されたときは、その申告書は、その受

理された日に市長に提出されたものとみなす。 

３ 前２項の場合において、これらの規定による申

告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受

理されたときは、その申告書は、その受理された

日に市長に提出されたものとみなす。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第

４８条の９の７の２において準用する令第８条の

２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規

則で定めるところにより、当該申告書の提出に代

えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって施行規則で定めるものをいう。次条第

４項及び第５７条第３項において同じ。）により

提供することができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第

４８条の９の７の２において準用する令第８条の

２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規

則で定めるところにより、当該申告書の提出に代

えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって施行規則で定めるものをいう。次条第

４項及び第５７条第３項において同じ。）により

提供することができる。 

６ 前項の規定の適用がある場合における第４項の

規定の適用については、同項中「申告書が」とあ

るのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与

支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払

者が提供を受けたとき」と、「受理された日」と

あるのは「提供を受けた日」とする。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の

規定の適用については、同項中「申告書が」とあ

るのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与

支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払

者が提供を受けたとき」と、「受理された日」と

あるのは「提供を受けた日」とする。 

  

（個人の市民税の徴収の方法等） （個人の市民税の徴収の方法） 

第３２条 個人の市民税は、第３７条、第４４条の

２第１項若しくは第２項、第４４条の５又は第５

２条の規定により特別徴収の方法による場合を除

くほか、普通徴収の方法により徴収する。 

第３２条 個人の市民税は、第３７条、第４４条の

２第１項若しくは第２項、第４４条の５又は第５

２条の規定により特別徴収の方法による場合を除

くほか、普通徴収の方法によって徴収する。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦

課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴

収する。 

 

  

（個人の市民税の納税通知書） （個人の市民税の納税通知書） 

第３４条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき 

各納期の納付額は、当該年度分の個人の市民税額、

個人の県民税額及び森林環境税額の合算額（第４ 

４条第１項又は第４４条の６第１項の規定により 

徴収する場合にあっては、特別徴収の方法により 

徴収されないことになった金額に相当する税額） 

を前条第１項の納期（第４４条第１項又は第４４ 

条の６第１項の規定により徴収する場合にあって 

は、特別徴収の方法により徴収されないことにな 

った日以後に到来する納期）の数で除して得た額 

とする。 

第３４条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき

各納期の納付額は、当該年度分の個人の市民税額

及び県民税額の合算額（第４４条第１項又は第４

４条の６第１項の規定により徴収する場合にあっ

ては、特別徴収の方法によって徴収されないこと

になった金額に相当する税額）を前条第１項の納

期（第４４条第１項又は第４４条の６第１項の規

定により徴収する場合にあっては、特別徴収の方

法によって徴収されないことになった日以後に到

来する納期）の数で除して得た額とする。 



 

 

  

（給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） （給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第３７条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の

初日の属する年の前年中において給与の支払を受

けた者であり、かつ、同日において給与の支払を

受けている者（特別徴収の方法により徴収するこ

とが著しく困難であると認められるものを除く。

以下この条において「給与所得者」という。）で

ある場合には、当該納税義務者の前年中の給与所

得に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦

課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第５

項において同じ。）の合算額を特別徴収の方法に

より徴収する。 

第３７条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の 

初日の属する年の前年中において給与の支払を受 

けた者であり、かつ、同日において給与の支払を 

受けている者（特別徴収の方法によって徴収する 

ことが著しく困難であると認められるものを除く。

以下この条において「給与所得者」という。）で 

ある場合においては、当該納税義務者の前年中の 

給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を 

特別徴収の方法によって徴収する。 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の 

前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合に 

は、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同 

項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき 

給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に 

加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし、

第２８条第１項の申告書に給与所得以外の所得に 

係る所得割額を普通徴収の方法により徴収された 

い旨の記載があるときは、この限りでない。 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の

前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合に

おいては、当該給与所得以外の所得に係る所得割

額を同項の規定により特別徴収の方法によって徴

収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の

合算額に加算して特別徴収の方法によって徴収す

る。ただし、第２８条第１項の申告書に給与所得

以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によ

って徴収されたい旨の記載があるときは、この限

りでない。 

３ 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以

外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により

徴収することとなった後において、当該給与所得

者について給与所得以外の所得に係る所得割額の

全部又は一部を特別徴収の方法により徴収するこ

とが適当でないと認められる特別の事情が生じた

ため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係

る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法によ

り徴収することとされたい旨の申出があった場合

でその事情がやむを得ないと認められるときは、

市長は、当該特別徴収の方法により徴収すべき給

与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収

により徴収していない額の全部又は一部を普通徴

収の方法により徴収するものとする。 

３ 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以

外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によっ

て徴収することとなった後において、当該給与所

得者について給与所得以外の所得に係る所得割額

の全部又は一部を特別徴収の方法によって徴収す

ることが適当でないと認められる特別の事情が生

じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得

に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法

により徴収することとされたい旨の申出があった

場合でその事情がやむを得ないと認められるとき

は、市長は、当該特別徴収の方法によって徴収す

べき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特

別徴収により徴収していない額の全部又は一部を

普通徴収の方法により徴収するものとする。 

４ ［略］ ４ ［略］ 

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払

をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の４月

３０日までの間において異動を生じた場合におい

て、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新

たに給与の支払をする者となった者（所得税法第

１８３条の規定により給与の支払をする際所得税

を徴収して納付する義務がある者に限る。以下こ

の項において同じ。）を通じて、当該異動により

従前の給与の支払をする者から給与の支払を受け

なくなった日の属する月の翌月の１０日（その支

払を受けなくなった日が翌年の４月中である場合

には、同月３０日）までに、第１項の規定により

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払

をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の４月

３０日までの間において異動を生じた場合におい

て、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新

たに給与の支払をする者となった者（所得税法第

１８３条の規定により給与の支払をする際所得税

を徴収して納付する義務がある者に限る。以下こ

の項において同じ。）を通じて、当該異動によっ

て従前の給与の支払をする者から給与の支払を受

けなくなった日の属する月の翌月の１０日（その

支払を受けなくなった日が翌年の４月中である場

合には、同月３０日）までに、第１項の規定によ



 

 

特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給

与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（既

に特別徴収の方法により徴収された金額があると

きは、当該金額を控除した金額）を特別徴収の方

法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当

該合算額を特別徴収の方法により徴収するものと

する。ただし、当該申出が翌年の４月中にあった

場合において、特別徴収の方法により徴収するこ

とが困難であると市長が認めるときは、この限り

でない。 

り特別徴収の方法によって徴収されるべき前年中

の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額

（既に特別徴収の方法によって徴収された金額が

あるときは、当該金額を控除した金額）を特別徴

収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたと

きは、当該合算額を特別徴収の方法によって徴収

するものとする。ただし、当該申出が翌年の４月

中にあった場合において、特別徴収の方法によっ

て徴収することが困難であると市長が認めるとき

は、この限りでない。 

６ 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収され

る納税義務者が当該年度の初日の属する年の６月

１日から１２月３１日までの間において給与の支

払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生

した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収

の方法により徴収されたい旨の当該納税義務者か

らの申出があった場合及び当該納税義務者が翌年

の１月１日から４月３０日までの間において給与

の支払を受けないこととなった場合には、その者

に対してその年の５月３１日までの間に支払われ

るべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に

相当する金額を超えるものがあるときに限り、当

該月割額の全額（同日までに当該給与又は退職手

当等の全部又は一部の支払がされないこととなっ

たときにあっては、同日までに支払われた当該給

与又は退職手当等の額から徴収することができる

額）を特別徴収の方法により徴収する。 

６ 特別徴収の方法によって個人の市民税を徴収さ 

れる納税義務者が当該年度の初日の属する年の６ 

月１日から１２月３１日までの間において給与の 

支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発 

生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴 

収の方法によって徴収されたい旨の当該納税義務 

者からの申出があった場合及び当該納税義務者が 

翌年の１月１日から４月３０日までの間において 

給与の支払を受けないこととなった場合には、そ 

の者に対してその年の５月３１日までの間に支払 

われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全 

額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、

当該月割額の全額（同日までに当該給与又は退職 

手当等の全部又は一部の支払がされないこととな 

ったときにあっては、同日までに支払われた当該 

給与又は退職手当等の額から徴収することができ 

る額）を特別徴収の方法によって徴収する。 

  

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等） （給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等） 

第３９条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収

した月の翌月１０日までに、その徴収した月割額

を施行規則第５号の１５様式若しくは第５号の１

５の２様式又は施行規則第２条の６の規定により

総務大臣が定めた別の様式による納入書により納

入しなければならない。 

第３９条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収

した月の翌月１０日までに、その徴収した月割額

を施行規則第５号の１５様式又は施行規則第２条

の６の規定により総務大臣が定めた別の様式によ

る納入書によって納入しなければならない。 

  

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額へ 

の繰入れ） 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額へ 

の繰入れ） 

第４４条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受

けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴

収税額を特別徴収の方法により徴収されないこと

となった場合には、特別徴収の方法により徴収さ

れないこととなった金額に相当する税額は、その

特別徴収の方法により徴収されないこととなった

日以後において到来する第３３条第１項の納期が

ある場合にはそのそれぞれの納期において、その

日以後に到来する同項の納期がない場合には直ち

に、普通徴収の方法により徴収するものとする。 

第４４条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受

けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴

収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこ

ととなった場合においては、特別徴収の方法によ

って徴収されないこととなった金額に相当する税

額は、その特別徴収の方法によって徴収されない

こととなった日以後において到来する第３３条第

１項の納期がある場合においてはそのそれぞれの

納期において、その日以後に到来する同項の納期

がない場合においては直ちに、普通徴収の方法に

よって徴収するものとする。 

２ 法第３２１条の６第１項の通知により変更され ２ 法第３２１条の６第１項の通知によって変更さ



 

 

た給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民

税の納税者について、既に特別徴収義務者から市

に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該

納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税

額を超える場合（徴収すべき給与所得に係る特別

徴収税額がない場合を含む。）において当該納税

者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又

は誤納に係る税額は、法第１７条の２の２第１項

第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみ

なして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を

適用することができるものとし、当該市町村徴収

金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴

収金を納付し、又は納入することを委託したもの

とみなす。 

れた給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市

民税の納税者について、既に特別徴収義務者から

市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当

該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収

税額を超える場合（徴収すべき給与所得に係る特

別徴収税額がない場合を含む。）において当該納

税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納

又は誤納に係る税額は、法第１７条の２の規定に

より当該納税者の未納に係る徴収金に充当する。 

  

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特 

別徴収） 

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特 

別徴収） 

第４４条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年 

度の初日の属する年の前年中において公的年金等 

の支払を受けた者であり、かつ、同日において老 

齢等年金給付（法第３２１条の７の２第１項の老 

齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。 

）の支払を受けている年齢６５歳以上の者（特別 

徴収の方法により徴収することが著しく困難であ 

ると認められるものとして次に掲げるものを除く。

以下この節において「特別徴収対象年金所得者」 

という。）である場合には、当該納税義務者の前 

年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び 

均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境 

税額を含む。以下この条及び第４４条の５におい 

て同じ。）の合算額（当該納税義務者に係る均等 

割額を第３７条第１項の規定により特別徴収の方 

法により徴収する場合には、公的年金等に係る所 

得に係る所得割額。以下この条及び第４４条の５ 

において同じ。）の２分の１に相当する額（以下 

この節において「年金所得に係る特別徴収税額」 

という。）を当該年度の初日の属する年の１０月 

１日から翌年の３月３１日までの間に支払われる 

老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の 

際に特別徴収の方法により徴収する。 

第４４条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年

度の初日の属する年の前年中において公的年金等

の支払を受けた者であり、かつ、同日において老

齢等年金給付（法第３２１条の７の２第１項の老

齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。

）の支払を受けている年齢６５歳以上の者（特別

徴収の方法によって徴収することが著しく困難で

あると認められるものとして次に掲げるものを除

く。以下この節において「特別徴収対象年金所得

者」という。）である場合においては、当該納税

義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所

得割額及び均等割額の合算額（当該納税義務者に

係る均等割額を第３７条第１項の規定により特別

徴収の方法によって徴収する場合においては、公

的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条

及び第４４条の５において同じ。）の２分の１に

相当する額（以下この節において「年金所得に係

る特別徴収税額」という。）を当該年度の初日の

属する年の１０月１日から翌年の３月３１日まで

の間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等

年金給付の支払の際に特別徴収の方法によって徴

収する。 

 

⑴ ［略］ ⑴ ［略］ 

⑵ 特別徴収の方法により徴収することとした場 

合には当該年度において当該老齢等年金給付の 

支払を受けないこととなると認められる者 

⑵ 特別徴収の方法によって徴収することとした 

場合には当該年度において当該老齢等年金給付 

の支払を受けないこととなると認められる者 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、特別徴収の方法

により徴収することが著しく困難であると市長

が認める者 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、特別徴収の方法

によって徴収することが著しく困難であると市

長が認める者 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該 

特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所 

得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該 

特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所 

得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場 



 

 

合（第３７条第４項の規定により読み替えて適用 

される同条第２項ただし書に規定する場合を除く。

）には、当該給与所得及び公的年金等に係る所得 

以外の所得に係る所得割額を前項の規定により特 

別徴収の方法により徴収すべき年金所得に係る特 

別徴収税額に加算して特別徴収の方法により徴収 

することができる。 

合（第３７条第４項の規定により読み替えて適用 

される同条第２項ただし書に規定する場合を除く。

）においては、当該給与所得及び公的年金等に係 

る所得以外の所得に係る所得割額を前項の規定に 

よって特別徴収の方法によって徴収すべき年金所 

得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方法 

によって徴収することができる。 

３ 第１項の特別徴収対象年金所得者に対して課す

る個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得

者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割

額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別

徴収税額を控除した額を第３３条第１項の納期の

うち当該年度の初日からその日の属する年の９月

３０日までの間に到来するものにおいて普通徴収

の方法により徴収する。 

３ 第１項の特別徴収対象年金所得者に対して課す

る個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得

者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割

額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別

徴収税額を控除した額を第３３条第１項の納期の

うち当該年度の初日からその日の属する年の９月

３０日までの間に到来するものにおいて普通徴収

の方法によって徴収する。 

  

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額 

への繰入れ） 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額 

への繰入れ） 

第４４条の６ 法第３２１条の７の７第１項又は第

３項（これらの規定を法第３２１条の７の８第３

項において読み替えて準用する場合を含む。）の

規定により特別徴収の方法により徴収されないこ

ととなった金額に相当する税額は、その特別徴収

の方法により徴収されないこととなった日以後に

おいて到来する第３３条第１項の納期がある場合

にはそのそれぞれの納期において、その日以後に

到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通

徴収の方法により徴収するものとする。 

第４４条の６ 法第３２１条の７の７第１項又は第

３項（これらの規定を法第３２１条の７の８第３

項において読み替えて準用する場合を含む。）の

規定により特別徴収の方法によって徴収されない

こととなった金額に相当する税額は、その特別徴

収の方法によって徴収されないこととなった日以

後において到来する第３３条第１項の納期がある

場合においてはそのそれぞれの納期において、そ

の日以後に到来する同項の納期がない場合におい

ては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するも

のとする。 

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条の

７の８第３項において読み替えて準用する場合を

含む。）の規定により年金所得に係る特別徴収税

額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収

の方法により徴収されないこととなった特別徴収

対象年金所得者について、既に特別徴収義務者か

ら市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又

は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収

対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特

別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を

超える場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴収

税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場

合を含む。）において当該特別徴収対象年金所得

者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又

は誤納に係る税額は、法第１７条の２の２第１項

第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみ

なして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を

適用することができるものとし、当該市町村徴収

金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得

者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入するこ

とを委託したものとみなす。 

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条の

７の８第３項において読み替えて準用する場合を

含む。）の規定により年金所得に係る特別徴収税

額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収

の方法によって徴収されないこととなった特別徴

収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者

から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額

又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴

収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る

特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額

を超える場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴

収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない

場合を含む。）において当該特別徴収対象年金所

得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納

又は誤納に係る税額は、法第１７条の２の規定の

例によって当該特別徴収対象年金所得者の未納に

係る徴収金に充当する。 



 

 

  

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第４５条 市民税を申告納付する義務がある法人は、

法第３２１条の８第１項、第２項、第３１項、第 

３４項及び第３５項の規定による申告書（第９項、

第１０項及び第１２項において「納税申告書」と 

いう。）を、同条第１項、第２項、第３１項及び 

第３５項の申告納付にあってはそれぞれこれらの 

規定による納期限までに、同条第３４項の申告納 

付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申 

告に係る税金又は同条第１項後段及び第２項後段 

の規定により提出があったものとみなされる申告 

書に係る税金を施行規則第２２号の４様式又は第 

２２号の４の２様式による納付書により納付しな 

ければならない。 

第４５条 市民税を申告納付する義務がある法人は、

法第３２１条の８第１項、第２項、第３１項、第 

３４項及び第３５項の規定による申告書（第９項、

第１０項及び第１２項において「納税申告書」と 

いう。）を、同条第１項、第２項、第３１項及び 

第３５項の申告納付にあってはそれぞれこれらの 

規定による納期限までに、同条第３４項の申告納 

付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申 

告に係る税金又は同条第１項後段及び第２項後段 

の規定により提出があったものとみなされる申告 

書に係る税金を施行規則第２２号の４様式による 

納付書により納付しなければならない。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告書（

同条第３３項の規定による申告書を含む。以下こ

の項において同じ。）に係る税金を納付する場合

には、当該税金に係る同条第１項、第２項又は第

３１項に規定する納期限（納期限の延長があった

ときは、その延長された納期限とする。第７項第

１号において同じ。）の翌日から納付の日までの

期間の日数に応じ、当該税額に年１４．６パーセ

ント（申告書を提出した日（同条第３５項の規定

の適用がある場合において、当該申告書がその提

出期限前に提出されたときは、当該提出期限）ま

での期間又はその期間の末日の翌日から１月を経

過する日までの期間については、年７．３パーセ

ント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額を加算して施行規則第２２号の４様式又は

第２２号の４の２様式による納付書により納付し

なければならない。 

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告書（

同条第３３項の規定による申告書を含む。以下こ

の項において同じ。）に係る税金を納付する場合

には、当該税金に係る同条第１項、第２項又は第

３１項に規定する納期限（納期限の延長があった

ときは、その延長された納期限とする。第７項第

１号において同じ。）の翌日から納付の日までの

期間の日数に応じ、当該税額に年１４．６パーセ

ント（申告書を提出した日（同条第３５項の規定

の適用がある場合において、当該申告書がその提

出期限前に提出されたときは、当該提出期限）ま

での期間又はその期間の末日の翌日から１月を経

過する日までの期間については、年７．３パーセ

ント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額を加算して施行規則第２２号の４様式によ

る納付書により納付しなければならない。 

６～１６ ［略］ ６～１６ ［略］ 

  

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） 

第４６条 法人の市民税の納税者は、法第３２１条

の１２の規定に基づく納付の告知を受けた場合に

は、当該不足税額を当該通知書の指定する期限ま

でに、施行規則第２２号の４様式又は第２２号の

４の２様式による納付書により納付しなければな

らない。 

第４６条 法人の市民税の納税者は、法第３２１条

の１２の規定に基づく納付の告知を受けた場合に

は、当該不足税額を当該通知書の指定する期限ま

でに、施行規則第２２号の４様式による納付書に

より納付しなければならない。 

２ 前項の場合には、その不足税額に法第３２１条 

の８第１項、第２項又は第３１項に規定する納期 

限（同条第３５項の申告納付に係る法人税割に係 

る不足税額がある場合には、同条第１項又は第２ 

項に規定する納期限とし、納期限の延長があった 

場合には、その延長された納期限とする。第４項 

第１号において同じ。）の翌日から納付の日まで 

の期間の日数に応じ、年１４．６パーセント（前 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３

２１条の８第１項、第２項又は第３１項に規定す

る納期限（同条第３５項の申告納付に係る法人税

割に係る不足税額がある場合には、同条第１項又

は第２項に規定する納期限とし、納期限の延長が

あった場合には、その延長された納期限とする。

第４項第１号において同じ。）の翌日から納付の

日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセン



 

 

項に規定する納期限までの期間又は当該納期限の 

翌日から１月を経過する日までの期間については、

年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金 

額に相当する延滞金額を加算して納付しなければ 

ならない。 

ト（前項に規定する納期限までの期間又は当該納

期限の翌日から１月を経過する日までの期間につ

いては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し

なければならない。 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

  

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第９１条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課

する種別割の税率は、１台について、当該各号に

定める額とする。 

第９１条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課

する種別割の税率は、１台について、当該各号に

定める額とする。 

⑴ 原動機付自転車 

ア～ウ ［略］ 

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪 

距（２以上の輪距を有するものにあっては、 

その輪距のうち最大のもの。以下同じ。）が 

０．５メートル以下であるもの、側面が構造 

上開放されている車室を備え、かつ、輪距が 

０．５メートル以下の３輪のもの及び道路運 

送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６ 

７号）第１条第１項第１３号の６に規定する 

特定小型原動機付自転車を除く。）で、総排 

気量が０．０２リットルを超えるもの又は定 

格出力が０．２５キロワットを超えるもの  

年額３，７００円 

 ⑵・⑶ ［略］ 

⑴ 原動機付自転車 

ア～ウ ［略］ 

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪 

距（２以上の輪距を有するものにあっては、 

その輪距のうち最大のもの。以下同じ。）が 

０．５メートル以下であるもの及び側面が構 

造上開放されている車室を備え、かつ、輪距 

が０．５メートル以下の３輪のものを除く。 

）で、総排気量が０．０２リットルを超える 

もの又は定格出力が０．２５キロワットを超 

えるもの 年額３，７００円 

 

 

 

 ⑵・⑶ ［略］ 

  

（たばこ税の申告納付の手続） （たばこ税の申告納付の手続） 

第１０６条 前条の規定によりたばこ税を申告納付 

すべき者（以下この節において「申告納税者」と 

いう。）は、毎月末日までに、前月の初日から末 

日までの間における売渡し等に係る製造たばこの 

品目ごとの課税標準たる本数の合計数（以下この 

節において「課税標準数量」という。）及び当該 

課税標準数量に対するたばこ税額、第１０４条第 

１項の規定により免除を受けようとする場合にあ 

っては同項の適用を受けようとする製造たばこに 

係るたばこ税額並びに第１０７条第１項の規定に 

より控除を受けようとする場合にあっては同項の 

適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事 

項を記載した施行規則第３４号の２様式による申 

告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を 

施行規則第３４号の２の５様式又は第３４号の２ 

の５の２様式による納付書により納付しなければ 

ならない。この場合において、当該申告書には、 

第１０４条第３項に規定する書類及び第１０７条 

第１項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量 

についての明細を記載した施行規則第１６号の５ 

様式による書類を添付しなければならない。 

第１０６条 前条の規定によりたばこ税を申告納付 

すべき者（以下この節において「申告納税者」と 

いう。）は、毎月末日までに、前月の初日から末 

日までの間における売渡し等に係る製造たばこの 

品目ごとの課税標準たる本数の合計数（以下この 

節において「課税標準数量」という。）及び当該 

課税標準数量に対するたばこ税額、第１０４条第 

１項の規定により免除を受けようとする場合にあ 

っては同項の適用を受けようとする製造たばこに 

係るたばこ税額並びに第１０７条第１項の規定に 

より控除を受けようとする場合にあっては同項の 

適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事 

項を記載した施行規則第３４号の２様式による申 

告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を 

施行規則第３４号の２の５様式による納付書によ 

って納付しなければならない。この場合において、

当該申告書には、第１０４条第３項に規定する書 

類及び第１０７条第１項の返還に係る製造たばこ 

の品目ごとの数量についての明細を記載した施行 

規則第１６号の５様式による書類を添付しなけれ 

ばならない。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 



 

 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合に

は、当該税金に係る第１項又は第２項に規定する

納期限（納期限の延長があったときは、その延長

された納期限。第１０９条第２項において同じ。

）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、

当該税額に年１４．６パーセント（修正申告書を

提出した日までの期間又はその日の翌日から１月

を経過する日までの期間については、年７．３パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当す

る延滞金額を加算して、施行規則第３４号の２の

５様式又は第３４号の２の５の２様式による納付

書により納付しなければならない。 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合に

は、当該税金に係る第１項又は第２項に規定する

納期限（納期限の延長があったときは、その延長

された納期限。第１０９条第２項において同じ。

）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、

当該税額に年１４．６パーセント（修正申告書を

提出した日までの期間又はその日の翌日から１月

を経過する日までの期間については、年７．３パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当す

る延滞金額を加算して、施行規則第３４号の２の

５様式による納付書によって納付しなければなら

ない。 

  

（たばこ税に係る不足税額等の納付手続） （たばこ税に係る不足税額等の納付手続） 

第１０９条 たばこ税の納税義務者は、法第４８１

条、第４８３条又は第４８４条の規定に基づく納

付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過

少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算

金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行

規則第３４号の２の５様式又は第３４号の２の５

の２様式による納付書により納付しなければなら

ない。 

第１０９条 たばこ税の納税義務者は、法第４８１

条、第４８３条又は第４８４条の規定に基づく納

付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過

少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算

金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行

規則第３４号の２の５様式による納付書によって

納付しなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

附 則 附 則 

（読替規定） （読替規定） 

第１８条 法附則第１５条から第１５条の３の２ま

で又は第６３条の規定の適用がある各年度分の固

定資産税に限り、第６８条第８項中「又は第３４

９条の３の４」とあるのは「若しくは第３４９条

の３の４又は附則第１５条から第１５条の３の２

まで若しくは第６３条」とする。 

第１８条 法附則第１５条から第１５条の３の２ま

で、第６３条又は第６４条の規定の適用がある各

年度分の固定資産税に限り、第６８条第８項中「

又は第３４９条の３の４」とあるのは「若しくは

第３４９条の３の４又は附則第１５条から第１５

条の３の２まで、第６３条若しくは第６４条」と

する。 

  

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める 

割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める 

割合） 

第１８条の２ 次の表の左欄に掲げる規定に規定す

る市町村の条例で定める割合は、それぞれ同表の

右欄に定めるものとする。 

第１８条の２ 次の表の左欄に掲げる規定に規定す

る市町村の条例で定める割合は、それぞれ同表の

右欄に定めるものとする。 

 ［略］ 

法附則第１５条第１４項本文 ［略］ 

法附則第１５条第１４項ただし書  ［略］ 

法附則第１５条第２２項第１号  ［略］ 

法附則第１５条第２２項第２号  ［略］ 

法附則第１５条第２２項第３号  ［略］ 

法附則第１５条第２３項第１号  ［略］ 

法附則第１５条第２３項第２号  ［略］ 

法附則第１５条第２５項第１号  ［略］ 

法附則第１５条第２５項第２号  ［略］ 

 ［略］ 

法附則第１５条第１５項本文  ［略］ 

法附則第１５条第１５項ただし書  ［略］ 

法附則第１５条第２３項第１号  ［略］ 

法附則第１５条第２３項第２号  ［略］ 

法附則第１５条第２３項第３号  ［略］ 

法附則第１５条第２４項第１号  ［略］ 

法附則第１５条第２４項第２号  ［略］ 

法附則第１５条第２６項第１号  ［略］ 

法附則第１５条第２６項第２号  ［略］ 



 

 

法附則第１５条第２５項第３号  ［略］ 

法附則第１５条第２８項  ［略］ 

法附則第１５条第３２項  ［略］ 

法附則第１５条第３３項  ［略］ 

法附則第１５条第３８項  ［略］ 

法附則第１５条第４２項  ［略］ 

法附則第１５条第４３項  ［略］ 

［略］ 

法附則第１５条の９の３第１項 ［略］ 

 

法附則第１５条第２６項第３号  ［略］ 

法附則第１５条第２９項  ［略］ 

法附則第１５条第３３項  ［略］ 

法附則第１５条第３４項  ［略］ 

法附則第１５条第３９項  ［略］ 

法附則第１５条第４３項  ［略］ 

法附則第１５条第４４項  ［略］ 

 ［略］ 

法附則第１５条の９の３第１項  ［略］ 

法附則第６４条 ０ 
 

  

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の 
適用を受けようとする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の 
適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１９条 ［略］ 第１９条 ［略］ 

２～１２ ［略］ ２～１２ ［略］ 

１３ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１７項に規

定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築

物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律

第１２３号）第７条又は附則第３条第１項の規定

による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令

附則第１２条第１９項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

１３ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１３項に規

定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築

物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律

第１２３号）第７条又は附則第３条第１項の規定

による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令

附則第１２条第１９項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

⑴～⑷ ［略］ ⑴～⑷ ［略］ 

⑸ 施行規則附則第７条第１７項に規定する補助 

の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に 

係る耐震改修に要した費用 

⑸ 施行規則附則第７条第１３項に規定する補助 

の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に 

係る耐震改修に要した費用 

⑹ ［略］ ⑹ ［略］ 

１４ ［略］ １４ ［略］ 

  

 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

 第３１条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第 

４項又は第５項において準用する場合を含む。） 

に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限 

る。以下この条において同じ。）に対しては、当 

該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１ 

日から令和３年１２月３１日までの間（附則第３ 

１条の６第３項において「特定期間」という。） 

に行われたときに限り、第８８条第１項の規定に 

かかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。

  

第３１条の２ ［略］ 第３１条の２の２ ［略］ 

  

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 



 

 

第３１条の６ ［略］ 第３１条の６ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 ３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のも

のに対する第９０条の３（第２号に係る部分に限

る。）及び前項の規定の適用については、当該軽

自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、

これらの規定中「１００分の２」とあるのは、「

１００分の１」とする。 

  

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第３２条の２ ［略］ 第３２条の２ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべ

き軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、

これに１００分の３５の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべ

き軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、

これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。 

  

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した 

場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した 

場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例） 

第３９条 昭和６３年度から令和８年度までの各年 

度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者 

が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因 

となる土地等（租税特別措置法第３１条第１項に 

規定する土地等をいう。以下この条において同じ。

）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この 

条において同じ。）をした場合において、当該譲 

渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第３４条 

の２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡 

をいう。）に該当するときにおける前条第１項に 

規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲 

渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税 

長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割 

の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各 

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める 

金額に相当する額とする。 

第３９条 昭和６３年度から令和５年度までの各年 

度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者 

が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因 

となる土地等（租税特別措置法第３１条第１項に 

規定する土地等をいう。以下この条において同じ。

）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この 

条において同じ。）をした場合において、当該譲 

渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第３４条 

の２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡 

をいう。）に該当するときにおける前条第１項に 

規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲 

渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税 

長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割 

の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各 

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める 

金額に相当する額とする。 

⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［略］ 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和８年度ま 

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納 

税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所 

得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、

当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡 

（法附則第３４条の２第５項に規定する確定優良 

住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項 

において同じ。）に該当するときにおける前条第 

１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得 

金額に対して課する市民税の所得割について準用 

する。この場合において、当該譲渡が法附則第３ 

４条の２第１０項の規定に該当することとなると 

きは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のため 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和５年度ま 

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納 

税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所 

得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、

当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（

（法附則第３４条の２第５項に規定する確定優良 

住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項 

において同じ。）に該当するときにおける前条第 

１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得 

金額に対して課する市民税の所得割について準用 

する。この場合において、当該譲渡が法附則第３ 

４条の２第１０項の規定に該当することとなると 

きは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のため 



 

 

の譲渡ではなかったものとみなす。 の譲渡ではなかったものとみなす。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

 

（読替規定） 

第５４条 法附則第１５条第１項、第９項、第１３ 

項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２ 

４項、第２７項、第３１項から第３５項まで、第 

３８項、第３９項、第４３項若しくは第４６項、 

第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条 

の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、

第１５２条第２項中「又は第３３項」とあるのは、

「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５ 

条の３まで若しくは第６３条」とする。 

 

（読替規定） 

第５４条 法附則第１５条第１項、第１０項、第１

４項から第１８項まで、第２０項、第２１項、第 

２５項、第２８項、第３２項から第３６項まで、 

第３９項、第４０項若しくは第４４項、第１５条 

の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の 

適用がある各年度分の都市計画税に限り、第１５ 

２条第２項中「又は第３３項」とあるのは、「若 

しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の 

３まで若しくは第６３条」とする。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額 

控除の特例） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額 

控除の特例） 

第５９条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイ

ルス感染症等の影響に対応するための国税関係法

律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５

号）第５条第４項に規定する指定行事のうち、市

長が指定したものの中止若しくは延期又はその規

模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、

参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の

全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定

期間内にした場合には、当該納税義務者がその放

棄をした日の属する年中に法附則第６０条第４項

に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第３

１４条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支出し

たものとみなして、第２４条の２の規定を適用す

る。 

第５９条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイ

ルス感染症等の影響に対応するための国税関係法

律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５

号。次条において「新型コロナウイルス感染症特

例法」という。）第５条第４項に規定する指定行

事のうち、市長が指定したものの中止若しくは延

期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事

の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請

求する権利の全部又は一部の放棄を同条第１項に

規定する指定期間内にした場合には、当該納税義

務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第

６０条第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相

当額の法第３１４条の７第１項第３号に掲げる寄

附金を支出したものとみなして、第２４条の２の

規定を適用する。 

  

（電子情報処理組織を使用する方法による証明書 
の交付請求に係る手数料に関する特例） 

（電子情報処理組織を使用する方法による証明書 
の交付請求に係る手数料に関する特例） 

第６０条 さいたま市市税条例及びさいたま市事務

手数料条例の一部を改正する条例（令和４年さい

たま市条例第４６号）の施行の日から令和８年３

月３１日までの間、さいたま市情報通信技術を活

用した行政の推進に関する条例（平成１８年さい

たま市条例第６６号）第３条第１項に規定する電

子情報処理組織を使用する方法により交付の請求

（電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２

年法律第１０２号）第２条第１項に規定する電子

署名を行い、当該電子署名に係る電子署名等に係

る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関

する法律（平成１４年法律第１５３号）第３条第

１項に規定する個人番号カード用署名用電子証明

書又は同法第１６条の２第１項に規定する移動端

末設備用署名用電子証明書と併せてこれを市長の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記

第６０条 さいたま市市税条例及びさいたま市事務

手数料条例の一部を改正する条例（令和４年さい

たま市条例第４６号）の施行の日から令和８年３

月３１日までの間、さいたま市情報通信技術を活

用した行政の推進に関する条例（平成１８年さい

たま市条例第６６号）第３条第１項に規定する電

子情報処理組織を使用する方法により交付の請求

（番号法第２条第７項に規定する個人番号カード

を用いてさいたま市情報通信技術を活用した行政

の推進に関する条例施行規則（平成１８年さいた

ま市規則第１５４号）第２条第２項第２号の電子

署名を行い、当該電子署名に係る同項第３号の電

子証明書と併せてこれを市長の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録をして請求する

ものに限る。）を行う場合の第１０条第１項及び

第８２条の３第１項の規定の適用については、こ



 

 

録をして請求するものに限る。）を行う場合の第

１０条第１項及び第８２条の３第１項の規定の適

用については、これらの項中「３００円」とある

のは、「２００円」とする。 

れらの項中「３００円」とあるのは、「２００円

」とする。 

  

（さいたま市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 さいたま市市税条例等の一部を改正する条例（令和４年さいたま市条例第２

６号）の一部を次のように改正する。 
  第１条中第２５条の２の改正を次のように改める。 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 
第２５条の２ 所得割の納税義務者が、第１９条第

４項に規定する確定申告書に記載した特定配当等

に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当

等の額について法第２章第１節第５款の規定によ

り配当割額を課された場合又は同条第６項に規定

する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金

額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株

式等譲渡所得金額について同節第６款の規定によ

り株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該

配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分の３

を乗じて得た金額を、第２１条及び前３条の規定

を適用した場合の所得割の額から控除する。 

第２５条の２ 所得割の納税義務者が、第１９条第

４項に規定する特定配当等申告書に記載した特定

配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特

定配当等の額について法第２章第１節第５款の規

定により配当割額を課された場合又は同条第６項

に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に記載

した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の

計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額につ

いて同節第６款の規定により株式等譲渡所得割額

を課された場合には、当該配当割額又は当該株式

等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、

第２１条及び前３条の規定を適用した場合の所得

割の額から控除する。 
２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所

得割の額から控除することができなかった金額が

あるときは、当該控除することができなかった金

額は、令第４８条の９の３から第４８条の９の６

までに定めるところにより、同項の納税義務者に

対しその控除することができなかった金額を還付

し、又は当該控除することができなかった金額の

うち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付

をすべき金額により当該納税義務者の前項の確定

申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の

個人の県民税、個人の市民税若しくは森林環境税

を納付し、若しくは納入し、若しくは当該納税義

務者の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入

する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所

得割の額から控除することができなかった金額が

あるときは、当該控除することができなかった金

額は、令第４８条の９の３から第４８条の９の６

までに定めるところにより、同項の納税義務者に

対しその控除することができなかった金額を還付

し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年

度分の個人の県民税若しくは市民税に充当し、若

しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当

する。 

３ ［略］ ３ ［略］ 
  

（さいたま市事務手数料条例の一部改正） 

第３条 さいたま市事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第６９号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 



 

 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

附 則    附 則 
１～３ ［略］ １～３ ［略］ 

（電子情報処理組織を使用する方法による証明の 

申請に係る手数料に関する特例） 
（電子情報処理組織を使用する方法による証明の 

申請に係る手数料に関する特例） 

４ さいたま市市税条例及びさいたま市事務手数料

条例の一部を改正する条例（令和４年さいたま市

条例第４６号）の施行の日から令和８年３月３１

日までの間、さいたま市情報通信技術を活用した

行政の推進に関する条例（平成１８年さいたま市

条例第６６号）第３条第１項に規定する電子情報

処理組織を使用する方法による申請（電子署名及

び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０

２号）第２条第１項に規定する電子署名を行い、

当該電子署名に係る電子署名等に係る地方公共団

体情報システム機構の認証業務に関する法律（平

成１４年法律第１５３号）第３条第１項に規定す

る個人番号カード用署名用電子証明書又は同法第

１６条の２第１項に規定する移動端末設備用署名

用電子証明書と併せてこれを市長の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録をして申請

するものに限る。）を行う場合の次に掲げる証明

に係る手数料の額については、別表第１項の規定

にかかわらず、１件につき２００円とする。 

４ さいたま市市税条例及びさいたま市事務手数料

条例の一部を改正する条例（令和４年さいたま市

条例第４６号）の施行の日から令和８年３月３１

日までの間、さいたま市情報通信技術を活用した

行政の推進に関する条例（平成１８年さいたま市

条例第６６号）第３条第１項に規定する電子情報

処理組織を使用する方法による申請（行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条

第７項に規定する個人番号カードを用いてさいた

ま市情報通信技術を活用した行政の推進に関する

条例施行規則（平成１８年さいたま市規則第１５

４号）第２条第２項第２号の電子署名を行い、当

該電子署名に係る同項第３号の電子証明書と併せ

てこれを市長の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録をして申請するものに限る。）

を行う場合の次に掲げる証明に係る手数料の額に

ついては、別表第１項の規定にかかわらず、１件

につき２００円とする。 

⑴～⑶ ［略］ ⑴～⑶ ［略］ 
  

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。 

⑴ 第１条中第３９条、第４５条、第４６条、第９１条、第１０６条及び第１０９

条の改正、附則第１８条、第１８条の２、第１９条、第３１条の６、第３９条、

第５４条及び第５９条の改正並びに附則第３１条の２を削り附則第３１条の２の

２を附則第３１条の２とする改正並びに第２条並びに附則第３条及び第４条（第



 

 

１項中第１条の規定による改正後のさいたま市市税条例（以下「改正後の条例」

という。）附則第３２条の２第３項に係る部分を除く。）の規定 公布の日 

⑵ 第１条中第３２条、第３４条、第３７条、第４４条、第４４条の２及び第４４

条の６の改正並びに附則第３２条の２の改正並びに次条第１項及び附則第４条第

１項（改正後の条例附則第３２条の２第３項に係る部分に限る。）の規定 令和

６年１月１日 

⑶ 第１条中第２９条の２の改正及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

⑷ 第１条中附則第６０条の改正及び第３条の規定 規則で定める日 

（市民税に係る経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後のさいたま市市税条例の規定中個人の 

市民税に関する部分は、令和６年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、

令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 改正後の条例第２９条の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受け

るべきさいたま市市税条例第２９条の２第１項に規定する給与（以下この項におい

て「給与」という。）について提出する同条第１項に規定する申告書について適用

し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項に規定する申告書につい

ては、なお従前の例による。 

（固定資産税に係る経過措置） 

第３条 次項に定めるものを除き、改正後の条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和４年度分までの固定資 

産税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの期間（以下この項において「適

用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）

附則第１条第４号に掲げる規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」

という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をし

た同条に規定する特例対象資産（以下この項において「特例対象資産」という。）

（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項において「リース取引

」という。）に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者



 

 

が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、

適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含

む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に係る経過措置） 

第４条 改正後の条例第９１条第１号エ及び附則第３２条の２第３項の規定は、令和

６年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの軽

自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

２ 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得されたこの条例に

よる改正前のさいたま市市税条例附則第３１条の２及び第３１条の６第３項に規定

する３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお

従前の例による。 

 


